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し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
創
始
の
当
時
、
す
で
に
か
か
る
資
金
は
、
一
般
財
政
の
用
に
供
す
る
こ
と
は
絶
対
に
避
け
、
も

つ
ぱ
ら
社
会
政
策
的
事
業
に
使
用
す
る
と
同
時
に
、
あ
く
ま
で
加
入
者
階
級
の
福
祉
増
進
の
た
め
に
用
い
る
と
明
言
さ
れ
、

そ
の
契
約
募
集
の
維
持
と
該
資
金
の
運
用
権
と
の
一
体
性
が
確
認
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
ち
論
、
戰
時
中
の
資
金
統
制

や
戰
後
の
占
領
政
策
等
に
よ
り
、
現
象
面
に
多
少
の
経
緯
が
あ
つ
た
に
せ
よ
、
今
や
資
金
運
用
権
の
自
主
性
回
復
す
な
わ
ち

郵
政
省
へ
の
復
元
と
い
う
要
請
は
、
加
入
者
階
級
の
利
益
擁
護
と
い
う
本
来
の
立
場
か
ら
世
論
の
強
力
な
支
持
を
反
映
し
つ

つ
あ
る
。
し
か
も
、
ド
ツ
ジ
書
簡
に
基
く
資
金
運
用
部
資
金
法
は
、
政
府
に
よ
つ
て
「
ご
く
臨
時
的
の
も
の
」
と
説
明
さ
れ
、

ま
た
、
法
案
通
過
の
際
、
参
議
院
で
は
「
あ
た
う
限
り
近
い
将
来
に
お
い
て
、
郵
政
省
に
そ
の
運
用
権
を
移
管
す
る
要
あ

り
。
」
の
附
帶
決
議
が
行
わ
れ
、
政
府
も
こ
れ
に
善
処
を
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

第
十
回
国
会
を
通
過
し
た
資
金
運
用
部
資
金
法
に
よ
つ
て
、
主
題
年
金
の
積
立
金
は
、
現
在
大
蔵
省
資
金
運
用
部
に
預
託

さ
れ
、
他
の
政
府
資
金
と
と
も
に
一
括
運
用
さ
れ
て
い
る
。 
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今
や
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
経
理
の
窮
状
は
社
会
政
策
的
事
業
の
停
滯
を
招
き
、
こ
れ
が
地
方
債
の
消
化
、
こ
と
に
長

期
資
金
の
調
達
は
全
く
行
悩
み
の
実
情
で
あ
る
。
主
題
の
年
金
積
立
金
に
、
本
来
果
す
べ
き
使
命
を
返
し
て
、
か
か
る
実
情

打
開
の
一
助
た
ら
し
む
る
に
は
、
可
急
的
速
や
か
に
該
運
用
権
を
郵
政
省
に
復
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

以
上
の
点
に
対
す
る
政
府
の
所
見
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 


